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保健福祉部の組織体制見直しについて 

 

１ 見直しの考え方 

    児童虐待や子どもの貧困対策、少子化対策など子ども関連施策の行政需要が高ま

る中、国では「こども家庭庁」を設置予定であり、本県においても、今後、子ども

関連施策の推進に一層注力していくとともに、新型コロナウイルス感染症など感染

症対策への的確な対応や地域医療体制の適切な整備を進めていくため、より効率的

で効果的な組織体制を構築する。 

  

２ 見直しの方向性 

保健福祉部を「保健医療分野を所掌する部」と「子ども・福祉分野を所掌する部」  

に分割する。 

 

 組織体制（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※こども家庭庁の所管となる青少年に関する業務（県民生活部が所掌）についても、子ど 

も・福祉分野を所掌する部に移管する。 

 

３ 見直しの時期 

  令和５（2023）年４月 1 日 

 

４ 今後のスケジュール    

～２月 組織体制について検討 

２月  部等設置条例の改正案を県議会２月定例会に提案 

３月  令和５年度執行体制の公表 
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